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       漁業地区・漁業集落について 
 

 
 

2008年 2013年 2018年（案） 

漁業地区 （
定
義
） 

市区町村内において、共

通の漁業条件及び共同漁

業権を中心とした地先漁

業の利用等に係る社会経

済活動の共通性に基づい

て漁業が行われる地区を

いう。 

 同左  同左 

 （
範
囲
の
設
定
） 

 2003年の範囲を利用。 

連続性を持つ集計単位

として利用するため、2003

年漁業センサス時に設定

した範囲を固定。 

 2003年の範囲を利用。  2003年の範囲を利用。 

 （
東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応
） 

 東日本大震災の被災に

より、仮設住宅等に転居し

たまま、漁業経営を行って

いる漁業経営体について

は、元の漁業地区として取

り扱う。 

東日本大震災の被災により、仮設住宅等に転居したまま、漁業経営

を行っている漁業経営体については、元の漁業地区として取り扱う。 

 実態に合わせて、漁業地区の見直しを行う。 

  

資料２－２ 
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 2008年 2013年 2018年（案） 

漁業集落 （
定
義
） 

漁業集落とは、漁業地区

の一部において、漁港を核

として、当該漁港の利用関

係にある漁業世帯が居住

する範囲を、社会生活面の

一体性に基づいて区切っ

た範囲。 

同左 同左 

 （
範
囲
の
設
定
） 

 2003年の範囲を利用。 

連続性を持つ集計単位

として利用するため、2003

年漁業センサス時に設定

した範囲を固定。 

 2003年の範囲を利用。  2003年の範囲を利用。 

 （
東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応
） 

 東日本大震災の被災に

より、仮設住宅等に転居し

たまま、漁業経営を行って

いる漁業経営体について

は、元の漁業集落として取

り扱う。 

東日本大震災の被災により、仮設住宅等に転居したまま、漁業経営

を行っている漁業経営体については、元の漁業集落として取り扱う。 

なお、高台移転により漁業集落が移転等されている場合は、以下の

とおり取り扱う。 

○ 漁業集落がそのまま高台移転した場合は、従来どおりの漁業

集落として取り扱う。（事例１） 

○ 複数の漁業集落が集まって高台移転した場合で、これまでど

おりの漁業集落として分離できる場合は、従来どおりの漁業集

落として取り扱う。（事例２） 

○ 複数の漁業集落が集まって高台移転した場合で、これまでの

漁業集落として分離できない場合は、漁業経営体が４経営体以

上あれば、特例として新たに漁業集落を設定する。（事例３） 

○ 漁業集落が複数カ所に高台移転した場合、１カ所で漁業経営

体が４経営体以上の場合は、特例として新たに漁業集落を設定

する。漁業経営体が４経営体未満の場合は漁業集落を設定しな

い。（事例４） 



事例１： 漁業集落Ａがそのまま高台へ移転し、以前から利用していた漁港を利用 
                している場合 

 漁業集落が、そのまま高台移転したこ
とから、従来どおりの漁業集落Ａとして
取り扱う。 

漁業集落Ａ 

漁港の
利用 

漁業集落Ａ 
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漁港の
利用 

漁業集落Ｂ 

漁業集落Ｃ 

漁港の
利用 

漁業集落Ｃ 

事例２： 漁業集落Ｂ、Ｃが１カ所に高台移転し、それぞれが以前から利用していた 
                漁港を利用している場合（元の集落として分離が可能な状況） 

 複数の漁業集落が集まって高台移転
したが、これまでどおりの漁業集落とし
て分離できることから、従来どおりの漁
業集落Ｂ、Ｃとして取り扱う。 

漁業集落Ｂ 
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事例３： 漁業集落Ｂ、Ｃが１カ所に高台移転し、それぞれが以前から利用していた 
      漁港を利用している場合（移転先で住居が混在し、元の漁業集落の分離 
      が不可能） 

  複数の漁業集落が集まって高台移転

したが、住居が混在してしまい、これまで
の漁業集落としての分離が不可能で、
漁業経営体が４経営体以上の場合、特
例として新たに漁業集落を設定する。 

漁港の
利用 

漁業集落Ｂ 

漁業集落Ｃ 

漁港の
利用 

漁業集落Ｄ 
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  漁業経営体が４経営体以上の場合は、

社会生活面の一体性が保たれていると判
断 

漁業集落の設定要領（2003年漁業センサス） 



事例４： 漁業集落Ｅが複数カ所に分かれて高台移転し、以前から利用していた漁 
        港をそのまま利用している場合 

  漁業集落が複数カ所に分かれて高台

移転等した場合は、１カ所で漁業経営体
が４経営体以上の場合、特例として新た
に漁業集落を設定する。 
 なお、１カ所で漁業経営体が４経営体未
満の場合、漁業集落を設定しない。 

漁業集落Ｅ 

漁業集落Ｆ 
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４経営体に満たな
いため、漁業集落
を設定しない。 


	
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4




